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２０２２年度実施方針 

ＩｏＴ推進部 

１．件 名： 

（大項目）特定半導体利子補給事業 

 

２．根拠法 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１４号 

 

３．背景・目的 

  半導体は、デジタル化の進展により、自動車や医療機器等の様々な分野での活用が拡大

する一方、地政学的な事情から、グローバルなサプライチェーンが影響を受けるリスクが

高まっている。あらゆる産業に影響を与え、５Ｇシステムに不可欠な先端半導体の安定供

給を確保することが、産業基盤の強靱化や戦略的自律性・不可欠性の向上の観点で、最重

要課題となっている。 

本事業では、先端半導体の国内生産拠点における継続生産等を進めることで、国内での

先端半導体の安定供給に貢献する。 

 

４．事業内容 

４．１ 事業概要 

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律（以下「５

Ｇ促進法」という。）第２９条第２号の規定及び特定半導体利子補給金交付規程に基づき、

経済産業大臣が認定した認定特定半導体生産施設整備等計画に従って実施される特定半

導体生産施設整備等（特定半導体生産施設における生産関係に限る。）を行うため認定特

定半導体生産施設整備等事業者に対して必要な資金の貸付けを行う融資計画及び当該計

画に係る融資を行う金融機関について経済産業省が利子補給金の交付の方針の決定をし

た場合に、当該融資に係る利子補給金の支給の業務を行うとともに５Ｇ促進法第２９条

第３号に基づく附帯業務（同条第２号の業務に附帯する業務に限る。）を実施する。 

 

４．２ 事業の実施方針 

＜利子補給要件＞ 

（１）対象事業者 

経済産業省が別途定める申請資格を有し、経済産業省が交付の方針の決定をした

融資計画書に係る融資を行う金融機関 

 



（２）対象事業 

経済産業省が別途定める融資の要件のうち、対象事業に係る規定の内容に適合し、

経済産業省が交付の方針の決定をした融資計画書に係る交付対象融資 

 

（３）審査項目 

融資計画書に対する経済産業省による交付の方針の決定に適合する範囲内である

こと。 

 

 ＜利子補給条件＞ 

(１)利子補給の実施期間 

経済産業省が別途定める融資の要件のうち、実施期間に係る規定の範囲内であり、経

済産業省が交付の方針の決定をした融資計画書に係る交付対象融資の期間 

  

(２) 利子補給の規模・利子補給率 

経済産業省が別途定める融資の要件のうち、利子補給の規模及び利子補給率に係る

規定の内容の範囲内であり、経済産業省が決定をした交付の方針に適合する範囲内の

もの 

 

＜本年度事業規模＞ 

一般勘定 ９０百万円 

事業規模については、変動があり得る。 

 

５．事業の実施方式 

実施スキーム（別紙１参照） 

 

６. その他重要事項 

評価の方法 

評価の実施方法については経済産業省と協議の上、決定する。 

 

７．複数年度交付決定の実施 

 申請者の申請に応じ、単年度又は複数年度交付決定を行う。 

 

８．スケジュール 

本年度スケジュール 

２０２２年 

６月中 ： 交付申請受付開始（随時） 



 

９．実施方針の改定履歴 

（１）２０２２年５月 制定  



（別紙１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

経 済 産 業 省 

(1)特定
半導体
生産施
設整備
等計画
認定 
申請 

(3)融資計画
相談／決定 

(5)交付の
方針の 

決定･連絡 

(9)実績 
報告 

(10)利子補給
金交付 

運営費交付金 

(8)交付
決定 
 

半導体生産施設整備等事業者（認定特定半導体生産施設整備等事業者） 

民間金融機関等（申請者） 

ＮＥＤＯ 
(2)認定 

(4)融資計
画書提出 

(6)融資契約
締結 

(7)利子補
給金交付

申請 

破線内は単位期間（半年）
ごとに実施 

(精算払い) 


